
JA 石垣牛取扱店舗認定要領 

 
（趣旨） 
第１条 JA 石垣牛銘柄推進委員会（以下「委員会」という）は、JA 石垣牛の銘柄推進と

適正表示販売に資するため、JA 石垣牛販売指定店において、JA 石垣牛の商標マ

ーク及び販促資材の使用、又は、表示販売について次のとおり取扱い要領を定め

るものとする。 
 
（JA 石垣牛の表示販売対象となる牛肉の肉質等の基準） 
第２条 JA 石垣牛認定店が表示販売できる牛肉は、JA 石垣牛の定義に沿って流通販売さ

れた黒毛和種とする。 
 
（JA 石垣牛指定店の認定要件） 
第３条 委員会は、JA 石垣牛枝肉購買者から当該販売店の申請に基づき、審査のうえで、

JA 石垣牛の表示販売を行う事の出来る指定店（以下「JA 石垣牛指定店」という）

として認定するものとする。 
（1） JA 石垣牛の名声を高め、消費者への普及啓蒙に積極的に努める販売店。 
（2） JA 石垣牛を継続的に使用している販売店。 

概ね３年以上販売をしていること。（当条件に該当しない販売店に関しては、

委員会が指定する書類を提出し申請することが出来る。） 
（3） JA 石垣牛の商標マーク表示において販売するにあたり、顧客の信頼に応え

るよう常時販売と適正表示に努めることができる販売店。 
（4） JA 石垣牛の品質保持及び表示方には万全の注意を払い、消費者へ他の銘柄

牛との誤認、誤解が生じないよう取扱う販売店。 
（5） 認定を受ける者は、原則県内にある JA 石垣牛取扱い販売店を基本とする。 

 
（JA 石垣牛指定店の認定申請手続き） 
第４条 JA 石垣牛指定店の認定を受けようとする販売店は、ＪＡ石垣牛枝肉購買者からの

推薦により認定申請書（様式 1）を委員会に対し提出するものとする。 
 
（JA 石垣牛指定店の認定） 
第５条 委員会は、前条の認定申請書について、第 3 条の認定要件を全て満たす販売店に

対し、原則として委員会開催時に JA 石垣牛取扱い指定店の認定を行うものとする。 
（様式 2） 

 



（認定期間） 
第６条 指定店の認定期間は、認定を受けた年度限りとし、毎年度認定の更新を行うこと

とする。 
 
（広告料） 
第７条 認定を受けた指定店は、ブランドの推進と普及啓蒙を目的とした活動費用として

１店舗あたり広告料を年間一律、10,000 円を委員会に支払う事とする。 
   2 支払い期限は、認定を受けた日から翌月末までとする。 
   3 認定期間内に認定の取り消しとなっても、広告料の返金はしないものとする。 
   4 JA 石垣牛枝肉購買者については、１店舗分免除とする。 
 
（立ち入り調査の実施） 
第８条 委員会は、認定した JA 石垣牛指定店を JA 石垣牛の表示販売に関して必要と認め

る場合は、立ち入り調査を行うものとする。 
2 立入調査の対象となった JA 石垣牛指定店は、調査員の指示に従い JA 石垣牛の仕

入れ先を明らかにする伝票等を提示するなど、調査に対して誠意をもって協力する

ものとする。 
 

（認定の取り消し） 
第９条 委員会は、認定を行った JA 石垣牛指定店について第 8 条の立入調査の結果、JA

石垣牛の表示販売に関して本要領の第 2 条及び第 3 条に定める要件を満たしてい

ないと判断した場合又は疑義等が生じた場合は、委員会の決議をもってこれを取

り消すものとする。（様式 3） 
なお、緊急を要する場合は、この限りではない。 

2 JA 石垣牛指定店は、委員会に対し、認定の取り消しを届けることができる。 
 
（報告） 
第１０条 推薦者である JA 石垣牛枝肉購買者は、毎年四半期毎に販売した JA 石垣牛の販

売数量（様式 4）について、四半期締めの翌月末までに委員会に対し報告するもの

とする。 
ただし、当該年の途中に認定された JA 石垣牛指定店についても同様に報告するも

のとする。 
 

（運営年度） 
第１１条 この委員会の運営年度は、4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までとする。 
 



（雑則） 
第１２条 この要領に定めない事項は、委員会にて協議し決定する。 
 
 
附 則 
  この要領は、平成 29 年 7 月 1 日から施行する。 
附則 
  この要領は、平成 30 年 3 月 7 日から改正する。 
附則 
  この要領は、平成 30 年 3 月 22 日から改正する。 
附則 
  この要領は、平成 30 年 5 月 16 日から改正する。 
附則 
  この要領は、平成 31 年 1 月 10 日から改正する。 
 
 


